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浄化槽の適切な管理を 岐阜羽島警察署公認特殊詐欺撲滅キャラクター

だまされんこんによる4コマ漫画

【問合先】岐阜羽島警察署　生活安全課　☎︎387-0110
※特殊詐欺とは…不特定の高齢者などに対して、対面
　することなく、電話・FAX・メールを使って行う詐欺
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　浄化槽の適切な管理のために、保守点検、清掃、
法定検査が浄化槽法により義務付けられています。
○保守点検　浄化槽が正常に動いているかどう
かを点検することは、故障の把握や清掃時期
を判断するうえで重要です。県の登録を受け
た保守点検の専門業者に依頼して、定期的に
保守点検を実施してください。
　〈登録事業者の問合先〉
　岐阜地域環境室（岐阜県庁内）	☎︎272-1111（内線3245）
○清掃　浄化された水は外に放流されますが、
紙などの固形物は底部にたまりますので、年
1回以上清掃しなければなりません。町の許
可業者に依頼してください。
　〈町許可業者〉松南（株）　☎︎274-3224
○法定検査　浄化槽を設置している方は、浄化
槽の水質に関する検査を毎年1回受けなけれ
ばなりません。県の指定機関に申込んで検査
を受けてください。	
　〈指定検査機関〉
　岐阜県環境管理技術センター　☎︎276-0321
　適正な維持管理を続けていくためには、保守点
検業者による保守点検･清掃･法定検査の契約をそ
れぞれすることとなりますが、これらをまとめた
契約（らくらく一括契約）をされると個々に契約す
る煩

わずら

わしさがなくなり、たいへん便利です。　
【らくらく一括契約問合先】
県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会	☎︎276-0306

　10月1日から「赤い羽根共
同募金運動」が始まります。
皆さんのご協力をお願いし
ます。

【問  合  先】
岐阜県共同募金会
笠松町分会
☎︎387-5332

　絶対に入ってはいけない刑務所…今日だけ
入れます。Ｂ－１グランプリに出展のまちお
こし団体がご当地グルメを持って大集合！
　海原はるか・かなたのお笑いライブや所内
見学、刑務作業製品の展示即売では日常生活
に役立つ逸品がきっと見つかります。見て食
べて笑って一日中楽しめるイベントが盛りだ
くさん！

【日　　時】10月21日（土）午前9時～午後3時
【場　　所】笠松刑務所（中川町23番地）
【入  場  料】無料
【問  合  先】笠松刑務所　☎︎387-5121

　笠松町では、休日急病診療当番医やイベント
ごとなど暮らしに役立つ情報をデータ放送で配
信しています。データ放送は、24時間いつでも
手軽に生活に役立つ情報や番組の関連情報が
見られる便利な機能です。
　笠松町の情報は、ぎふチャン、NHK、シーシー
エヌでご覧いただけますのでぜひご利用ください。
【データ放送の見方】
①テレビのチャンネルをぎふチャン、NHK、
　シーシーエヌのいずれかに合わせる。
②テレビのリモコンについている「d」もしくは
　「データ連動」と書かれたボタンを押す。
③リモコンの矢印キー操作で見たい情報を選択する。

　ミニかさ横丁2017（かさまつ子どものまち）
を開催します。

【日　　時】10月7日（土）～9日（月・祝）
	 午前10時～午後3時（7日は正午から）

【場　　所】笠松中央公民館
【対　　象】小学校1年生～高校3年生
【参  加  費】300円（3日間）
【問  合  先】かさまつ子どものまち
	 実行委員会　樋口
	 ☎︎090-6803-0628

【日　　時】10月22日（日）
　　　　　午後1時～3時（小雨決行）

【場　　所】運動公園内運動場
【参  加  費】100円（保険料含む）
【内　　容】ニュースポーツ・ゲームなど
　　　　　運動のできる服装でご参加ください。
	 ※車でお越しの方は、運動公園内運動場	
	 　駐車場をご利用ください。

【問  合  先】町レクリエーション協会
	 （笠松中央公民館内）

　楽しく健康づくりをしませんか。
　ウォーキングカード（先着400人に配付）に、
チェックポイントでスタンプを貰うと粗品を
プレゼントします。ウォーキングカードのナ
ンバーでお楽しみ抽選会も行います。
　詳しくは役場、笠松中央公民館、総合会館、
松枝公民館に設置のチラシをご覧ください。

【日　　時】11月11日（土）午前9時～正午
	 （受付時間	午前8時30分～9時）
	 ※小雨決行・順延なし

【出発場所】笠松みなと公園
【距　　離】4km、6.5km、8kmコースから選択
【参  加  料】無料　※事前申込みはいりません。
【対  象  者】羽島郡に在住、在勤の方
【駐  車  場】笠松競馬場第1駐車場（午前8時解錠）
	 ※みなと公園駐車場は使用できません。

【問  合  先】郡二町教育委員会　☎︎245-1133

笠松矯正展×Ｂ－１グランプリ データ放送をご利用ください

10月17日（火）～23日（月）は「薬と健康の週間」です。

ミニかさ横丁2017 第17回笠松町スポーツ･レクリエーション祭

郡健康ウォーク

　栗やさつま芋といえば、秋の味
覚の定番。そのまま食べても天
然の甘味でおいしく、またビタミ
ン、たんぱく質、食物繊維も豊
富で、子供のおやつにぴったりです。実りの秋
に感謝して、旬の食材を楽しみましょう。

　薬は、正しく使えば健康を守るための非常に
強い味方となりますが、その使用方法を一つ間
違うと、思わぬ副作用を引き起こしたりします。
　医薬品は、使用上の注意をよく読み、使用量、
使用方法などを守り、正しく使用しましょう。

秋の味覚

毎月19日は食育の日

今月のテーマ

赤い羽根共同募金にご協力を

　ペットを飼い始めたら、終生飼うことが飼い主の
責務です。また、ペットと一緒に暮らすということは、
周囲の人と折り合っていくということです。飼い主は、
動物の性質・習慣を理解し、人間社会の中で生
活するルールをペットに教えていく必要があります。
　自分のペットがトラブルの原因にならないように、
しっかり管理しましょう。
◆犬を飼うときのマナー
犬はつないで飼いましょう。犬の放し飼いは法
律で禁止されています。
散歩をする時も、引き綱（リード）を必ずつけましょう。
散歩途中のふんは、必ず持ち帰りましょう。
◆野良猫にエサを与えないで
むやみにエサを与えると、野良猫が増えて人
の敷地内の草木などを傷つけたり、ふん尿汚
染の原因になることがあります。野良猫にエサ
を与えていると、飼い主とみなされます。安易
な気持ちでエサを与えないでください。

【問  合  先】環境経済課

ペットの飼育はマナーを守って

ぎふ食育キャラクター
マロミン
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